
○雲仙市建設工事競争入札審査委員会要綱 

平成１７年１０月１１日 

訓令第２１号 

（設置） 

第１条 市が発注する建設工事（建設工事に附帯する工事、調査、設計等を含む。以下「建

設工事等」という。）の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加する者について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により、入札参加資格事項の

決定及び業者の選定の公正を期することその他入札及び契約事務の適正な執行の確保を

図るため、雲仙市建設工事競争入札審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（職務） 

第２条 委員会は、次の事項について審査を行う。 

（１） 設計額５００万円以上の建設工事等の契約に係る競争入札に参加する者の選定 

（２） 最低制限価格を定めない工事の入札結果及び地方自治法施行令第１６７条の１

０第１項を適用する最低入札者の取扱い 

（３） 別に定める雲仙市工事請負契約等に係る入札参加者指名停止の措置要領（平成

１７年雲仙市告示第３号）に基づく入札参加資格者の指名停止処分 

（４） 別に定める雲仙市建設工事一般競争入札実施要綱（平成１９年雲仙市告示第２

６号）に基づく設計額５００万円以上の一般競争入札の競争参加資格要件の決定 

（５） 別に定める雲仙市建設工事総合評価落札方式試行要領（平成２０年雲仙市告示

第３９号）に基づく総合評価落札方式入札における落札候補者の審査及び落札者の仮

決定 

（６） 別に定める雲仙市建設工事苦情処理手続要綱（平成１９年雲仙市告示第２９号）

に基づく再苦情申立てに係る審議 

（７） 入札・契約手続等の改善に係る審議 

（８） 高度又は独自の技術等が必要とされるため競争入札に適しないものとして、最

も優れた技術提案をした者と随意契約を行う方法（プロポーザル方式）を採用するこ

との適否 

（９） その他重要と認められる事項 

２ 前項各号に該当する事項については、契約検査課長は、指名予定者表及び必要な資料

を委員会に提出するものとする。 

３ 委員長は、委員会の審査結果を速やかに市長に提出しなければならない。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。 

２ 委員長は、副市長をもって充てる。 

３ 委員は、総務部長、財務部長、地域振興部長、健康福祉部長、環境水道部長、農林水

産部長、観光商工部長、建設部長及び教育委員会事務局教育次長をもって充てる。 

（委員長） 

第４条 委員長は、委員会の会務を総理し会議の議長となる。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長から指名さ



れた者がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長が決する。 

４ 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めたときは、持ち回り会議に付し、これ

を決することができる。 

（決定通知） 

第６条 委員長は、当該競争入札に参加する者を選定したときは、速やかに契約検査課長

に通知しなければならない。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において取り扱う。 

（準用） 

第８条 物品調達及びその他業務の業者選定については、この訓令を準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の日の前日までに、愛野町建設工事競争入札参加者選考委員会要綱（昭

和６２年愛野町要綱第２号）、千々石町建設工事指名審査委員会規程（平成５年千々石

町規程第２号）、小浜町建設工事指名審査委員会規定（昭和６３年小浜町規則第１号）

若しくは南串山町建設工事指名審査委員会設置要綱（平成７年南串山町要綱第９号）の

規定又は国見町、瑞穂町若しくは吾妻町の制度によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年６月３０日訓令第１８号） 

この訓令は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月１８日訓令第３２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日訓令第７号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日訓令第２号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月２日訓令第１３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２６日訓令第９号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日訓令第４号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２１日訓令第１５号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 



附 則（平成２８年４月１日訓令第７号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日訓令第４号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１１月２８日訓令第５号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第３号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日訓令第１１号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

 


